
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎控除の改正と扶養の範囲について 

佐藤です。令和 7 年度の所得税法改正で基礎控除が変わるのをご存じですか？長らく 48 万円で据え置かれて

いた基礎控除額が見直されることになりました。社会保険の扶養に入っている方には特に関係があります。 

現在、社会保険の扶養に入るための年収の壁は 130 万円。この金額を超えると、ご自身で国民健康保険や厚生

年金に加入する必要が出てきます。例えば、月 10万円の収入がある方は年間 120 万円となり、社会保険の扶養内

で収まっています。一方、所得税の基礎控除が例えば 95万円(年収 197万円超～段階的に減少)に引き上げられる

と、今まで手取額減少を防ぐため、収入を抑えていた方も、もう少し働けるようになるかもしれません。 

具体的には月給 11万円で働くと年収 132 万円となり、社会保険の扶養から外れます。ただし、基礎控除が拡大

されれば、税金面での負担が軽くなるので、扶養から外れるデメリットを少し補える可能性があります。 

一方で、年収 160 万円超から所得税の課税対象となり、さらに配偶者の年収が 160 万円を超えると配偶者特別

控除も段階的に減っていきます。この辺りの収入帯で働く方は、改正後の手取りがどう変わるのか、しっかり計

算してみる必要がありそうです。扶養内で働く主婦（夫）の方、パートの方、これからの働き方を考えるなら、

この改正はチャンスかもしれませんね。家計のやりくりに役立つ情報として、ぜひ今から注目してみてください！

6/11 のセミナーでも本テーマについて解説しますので先月号の事務所通信より是非お申込下さい！ 

人の記憶は、実は思い出すたびに少しず

つ書き換えられていることが脳科学で分

かっています。例えば昔の楽しい出来事

も、何度も振り返るうちに最初とは少し

違ったストーリーになっていることが多

いのです。そう思うと「懐かしさ」という

のは脳が作り出す「ちょっとしたフィク

ション」みたいなものかもしれません。 
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今月のマメ知識：【医療費負担を軽減する３つの制度】 

「医療費控除」「セルフメディケーション税制」「高額療養費」は、いずれも医療費負担を軽減する制度ですが、

その目的や適用条件が異なります。医療費控除は、年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得控除を 

受けられる制度です。総所得金額等の５％または 10 万円（どちらか少ない方）を超 

える部分が控除対象で、確定申告が必要です。通院費や入院費だけでなく、処方薬代 

や家族全員の医療費も合算可能です。セルフメディケーション税制は、健康維持や疾 

病予防を目的として購入したＯＴＣ医薬品の費用が年間 12000 円を超えた場合に適 

用されます。健康診断や予防接種などを受けていることが条件で、医療費控除との併 

用はできません。最後に高額療養費は、１カ月間の医療費が自己負担限度額を超えた

際に超過分が払い戻される制度です。加入している健康保険組合などに申請すると直接的な医療費負担が軽

減されます。医療費控除とセルフメディケーション税制は税負担が、高額療養費は実費負担が軽減されます。 



 

今月の商売のヒント：【種をまき続ける勇気】 

自分で思い描いた通りの人生を生きている人はどれくらいいると

思いますか？ある調査によれば１％もいないそうです。商売も同じ

ではないでしょうか。業績の拡大、理想の企業文化、事業承継の成

功など、経営者であれば理想的な会社の未来図を繰り返し思い描く

と思います。しかし残念ながら、その通りに進むことは少ないです。

突然の経済変動が事業計画を吹き飛ばすこともあれば、業務拡大を

夢見ていた矢先に取引先が撤退することもあります。信頼して目を

かけていた幹部社員から突然、退職を告げられたときなど、もう本

当にがっくりですね。しかし、ここに重要な真実があります。「思っ

た通りにはならないが、やった通りにはなる」ということです。ど

んなに素晴らしいアイデアや理想を持っていたとしても、それが実

現するかどうかは「やったかどうか」にかかっています。つまり、

大事なことは行動すること。予期しない出来事は数え切れません

が、どんな状況でもあなたの行動がその後の展開を大きく左右しま

す。今まで以上に先行きが見えない時代に商売を続けていくには、

足元の一歩一歩が頼りです。種をまけば、たとえ期待した作物が育

たなくても何かは生えてくるでしょう。 

それが思いがけない収穫をもたらすこと 

はよくあることです。日々の小さな決断 

や努力が、気づかぬうちに大きな流れと 

なって事業を形作っていくなら、行動し 

続けることで新たなチャンスを切り開く 

こともきっとできるはずです。繰り返しますが、行動の痕跡は必ず

残ります。未来は思った通りに展開しないかもしれませんが、やっ

た通りには開けていくのです。 

 給与担当者の 6 月・7 月実務ガイド 

6 月・7 月は重要な業務が目白押し

です。給与担当者が確認すべきチェッ

クリストをご紹介します。 

★ 住民税の切替 

・新年度の住民税決定通知書の内容

確認（5 月末～6 月初旬に到着） 

・給与システムへの新税額の登録 

・特別徴収税額通知書の写しを配布 

・前年と比較して大きな変動がある

従業員への説明準備 

★ 社会保険関連 

・算定基礎届の作成準備（4～6 月の

給与データ確認） 

・算定基礎届の提出（7 月 10 日期限） 

・標準報酬月額の見直し確認 

★ 賞与関連 

・賞与支払届の作成・提出 

「住民税の切替」と「算定基礎届の提

出」という 2 大イベントが重なりま

す。どちらも従業員の年間の給与・控

除に影響する重要な業務です。また、

夏季賞与の処理も同時期に発生する

ため、計画的に業務スケジュールを組

むように意識しましょう！ 

李です。GWに静岡の JR 身延線を「特急ふじかわ」で北上し､車窓から 

素晴らしい富士山を堪能した後、途中下車した富士宮駅近くのお店 

で富士宮市民のｿｳﾙﾌｰﾄﾞ「富士宮焼きそば」を初めて食べました。 

富士宮焼きそばは、全国 B-1(B 級ｸﾞﾙﾒ)ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ第一回、第二回の連続 

覇者。人気店「ちゃん」でﾒﾆｭｰの中から敢えて豚やイカの入らない焼 

きそばを注文しました。具なしで味気ないかと思いきや、たっぷりか 

かった削り粉と油かすと真っ赤な紅生姜が旨味とｺｸとさっぱり味の 

調和を醸し出して意外にもとても美味しいのです。そして細切キャ 

ベツ、もやしが麺と同じくらい入っているので大盛りでも軽く平ら 

げることができます。家でも何回も自宅で作って食べています。 

油かすは手に入りにくいので少量の牛ﾐﾝﾁで代用。入れなくても近い 

ものにはなります놺놅놆놸놹 削り粉、紅生姜、ｷｬﾍﾞﾂ、もやしで作る富士宮 

焼きそば、是非一度お試し下さい。よく間違うのが目玉焼がのった 

秋田県横手市の名物「横手焼きそば」です。全く別物ですよ(^^)  


